
問１　第５期対策の中山間等直接支払制度の効果

(1) 荒廃農地の発生・防止への貢献の程度 (2) 本制度の効果（複数回答）

42%

55%

3% 0% N=98

①かなり貢献した ②一定程度貢献した

③やや貢献した ④貢献していない
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①荒廃農地の発生防止

②水路・農道等の維持、地域の環境が保全された

③農業機械等の共同利用により作業が効率化した

④農業（農外）収入が増加した

⑤集落営農の組織化・法人化、新規就農者等の

担い手を確保（増加）した

⑥担い手への農地の集積・集約化が進んだ

⑦鳥獣被害が減少した

⑧荒廃農地を再生した

⑨都市住民等との交流が増加した

⑩定住者等を確保した

⑪生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの

見守り、買い物支援、雪かき・雪下ろし等）を開始した

⑫集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持された

⑬その他

⑭特に効果は感じられない

（市町村数）

N=98
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問２　本制度の改善点等

（３）本制度の必要性 (1) 本制度の改善点（複数回答）

68%

32%

0% N=98

①現行制度を維持し、制度を継続する必要がある

②制度の見直しを行い、継続する必要がある

③制度を廃止しても構わない
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①対象地域の要件緩和

②傾斜区分の要件緩和

③一団の農用地（1ha以上）の要件緩和

④協定活動期間（５年間）の緩和

⑤必須活動の内容の緩和

⑥集落戦略の内容の簡素化

⑦集落マスタープランの活動方策の

内容の見直し

⑧交付単価の増額

⑨加算の充実

⑩交付金返還規定の緩和

⑪協定書様式・申請手続きの簡素化等の

事務負担の軽減

⑫その他

（市町村数）

N=98
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問３　今後の農地利用や集落機能等

(2) 集落や農用地を維持するための支援や対策（複数回答） (1) 次期対策

 ｱ 次期対策における協定数
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①農業の担い手を確保するための支援

②担い手への農地の集積・集約化のための支援

③地域外からの定住者等を確保するための支援

④集落協定の広域化や統合に対する支援

⑤鳥獣害対策に対する支援

⑥高収益作物の生産やブランド化、

農産物加工に対する支援

⑦機械の共同利用や農作業の効率化に

対する支援

⑧生活支援活動(高齢者世帯への声掛け､子どもの見守

り､買い物支援､雪かき･雪下ろし等)に対する支援

⑨地域の各種団体と連携・協力し、地域の農用地を守る

仕組みを構築する取組への支援

⑩都市部の組織や市民との交流活動等や地域情報を

発信するための支援

⑪地域の活動をサポートする組織や人材を

確保するための支援

⑫農業機械の購入、農業用施設や農産加工施設等の

整備に対する支援

⑬傾斜地において、安全に農作業できる農業用機械の

購入に対する支援

⑭その他

⑮特になし

（市町村数）

N=98

91%

7%

1% 0% 1%
0%

N=98

①おおむね現状維持が見込まれる

②若干の減少が見込まれる

③かなりの減少が見込まれる

④ほぼすべての協定の廃止が見込まれる

⑤協定の統合・広域化が進むことが見込まれる

⑥新規の協定や活動再開の協定により、協定数の増加が見込まれる
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 ｲ 協定数の減少要因（ ｱ で③と④を回答した市町村，複数回答）  ｳ 集落協定の統合・広域化の推進方針（複数回答）

1

1

1

1

0 2

①活動の中心となるリーダーの高齢化のため

②協定参加者の高齢化による体力や

活動意欲低下のため

③地域農業の中心となる者がいないため

④農業収入が見込めないため

⑤鳥獣被害増加のため

⑥事務手続きが負担なため

⑦交付金の遡及返還が不安なため

⑧統合の相手先となる協定が近隣にないため

⑨協定内の意見がまとまらず、

合意形成が困難なため

⑩その他

（市町村数）

N=1
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①小規模集落協定に対して周辺の集落協定への

統合を推進する

②高齢化が進んでいる集落協定に対して

周辺集落協定への統合を推進する

③集落協定の規模等に関わらず統合を推進する

④集落協定に対して周辺の未実施集落の

取り込みを推進する

⑤未実施集落に対する協定締結を推進する

⑥担い手に対して個別協定に取り組む

ことを推進する

⑦相談があれば対応するが、特段の推進は

考えていない

⑧その他

（市町村数）

N=98

4 / 7



(2) ５年後（令和10年）の農用地の利用、集落機能等

ｱ 農用地の荒廃状況  ｲ 集落の寄り合いの回数

 ｳ 集落の各種行事の回数

5%

46%49%

0% N=98

①かなり荒廃化が進む ②やや荒廃化が進む

③荒廃化しない ④荒廃農地の解消が進む

1%

73%

26%

N=98

①今よりも増加する ②今と変わらない ③今よりも減少する

0%

67%

33%

N=98

①今よりも増加する ②今と変わらない ③今よりも減少する
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問４　集落戦略

(1) 集落戦略作成の推進に当たっての苦労（複数回答） (2) 集落戦略作成の推進に当たっての工夫（複数回答）
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①話し合う場を設けることが困難であった

②協定参加者以外の参集に苦労した

③話合いをリードする者の確保など、話合いを

進めることに苦労した

④担い手が耕作する農地を明確化することに

苦労した

⑤草刈り等の管理のみを行う農地（粗放的利用

する農地）を明確化することに苦労した

⑥地域の農業を担う担い手の目途が立たない

⑦地域の寄り合いや行事を主導するリーダーの

目途が立たない

⑧高齢化が進み、10年後の農用地の将来像を

考えること自体が難しかった

⑨協定を広域化したため、どの範囲でどうやって

集落戦略を作成するかなどの調整に苦労した

⑩その他

⑪特になし

（市町村数）

N=98
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①アンケートや戸別訪問等により、話合いの

方法を工夫した

②話合いをリードする者を活用して進めた

③関係機関の協力を得て進めた

④協定参加者が、今後も健在であることを

前提として作成を進めた

⑤担い手やﾘｰﾀﾞｰの確保、農地中間管理機構への

農地の貸付等に取組んでいくことを前提に

作成を進めた

⑥集落戦略の作成範囲を分割し、一つの話合いの

単位を小さくして作成した

⑦その他

⑧特になし

（市町村数）

N=98
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問５　農村ＲＭＯの推進の意向

0%

9%

0%

83%

8% N=98

①現在も推進しており、今後も推進する予定

②現在は推進していないが、今後は推進する予定

③現在は推進しているが、今後は推進しない予定

④現在も推進していないが、今後も特に推進しない予定

⑤その他
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